
基 発 07 0 4第 3 号

平成 26年 7月 4 日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「労災保険における訪問看護の取扱いについて」の一部改正について

標記については、平成6年 9月30日付け基発第610号「労災保険における訪問

看護の取扱いについてJ （最終改正：平成25年 5月31日付け基発0531第1号。

以下「通達」という。）により実施しているところであるが、今般、訪問看護

費用に係るシステム化及び本省払い化に伴い、通達を下記のとおり改正するの

で、事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1 改正の概要

( 1 ）訪問看護費用の支払について、厚生労働本省が行うこととしたこと。

( 2）労災保険における指定訪問看護事業者が、療養補償給付たる療養の給付

請求書を提出する場合には、訪問看護を行う事業所の所在地を管轄する都

道府県労働局長（以下「所轄局長」という。）を経由して所轄の労働基準

監督署長へ提出させるとともに、労災保険訪問看護費用誇求書及び労災保

険訪問看護費用請求内訳書を提出する場合には、所轄局長あて提出させる

こととしたこと。

( 3）その他所要の改正を行うこと。

2 通達の一部改正

通達の一部を次のように改正する。

( 1）本文について

ア 記の第1の「又は老人保健法」を削るとともに、記の第1の1の「健

保指定訪問看護事業者は、」の次に「訪問看護事業所ごとに、 Jを加え

る。

イ 記の第3の「健康保険における訪問看護療養費に係る指定訪問看護の



費用の額の算定方法の別表「指定訪問看護の費用額算定表jJを「訪問

看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成20年3月5

日厚生労働省告示第67号）の別表「訪問看護療養費に係る指定訪問看護

の費用の額の算定方法」 jに改める。

ウ 記の第4を第5とし、第5を第6とし、第3の次に次を加える。

「第4 訪問看護費用の請求手続き等について

労災指定訪問看護事業者は、第3の規定により算定した毎月分

の訪問看護費用を請求しようとするときは、訪問看護事業所ごと

に、訪様式第8号「労災保険訪問看護費用請求書」に訪様式第9

号又は第10号「労災保険訪問看護費用請求内訳書」及び主治医か

ら交付された訪問看護指示書の写しを添付して、所轄労働局長に

提出するものとする。

なお、労災指定訪問看護事業者は、傷病労働者から提出を受け

た、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の

様式を定める件（昭和35年4月 1日労働省告示第10号）に定める

様式（以下「告示様式Jという。）第5号又は告示様式第16号の

3 「療養（補償）給付たる療養の給付請求書」について、所轄労

働局長を経由して傷病労働者の所属事業場を管轄する労働基準監

督署長に提出するものとする。」

エ 記の第5の「労働基準監督署長がJの次に「療養（補償）給付の」を

加えるとともに、 「支払うこと。」を「支払うものとする。」に、 「都

道府県労働局長が行うこと。 Jを「厚生労働省労働基準局長が行う。 j

に改める。

( 2）別添「労災保険指定訪問看護事業者療養担当契約事項Jについて

ア 1の「（以下「施行規則IJJ という。）」を削る。

イ 2の「又は老人保健法（以下「健康保険法等」という。）」を削る。

ウ 4の「（以下「所轄監督署長」という。）に」の次に「対し、所轄労

働局長を経由して」を加えるとともに、 「告示様式第5号」を「労働者

災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件

（昭和35年4月 1日労働省告示第10号）に定める様式（以下「告示様式」

という。）第5号」に改める。

エ 6の「その旨を」の次に「所轄労働局長を経由してJを加える。

オ 7の「健康保険における訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の

額の算定方法の別表「指定訪問看護の費用額算定表」 Jを「訪問看護療

養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成20年3月5日厚生

労働省告示第67号）の別表「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用



の額の算定方法j」に改める。

カ 8の「訪問看護に係る費用について、」の次に「訪問看護事業所ごと

に」を加えるとともに、 「所轄監督署長」を「所轄労働局長Jに改める。

キ 13の（ 1 ）の「等」を削る。

( 3）様式について

訪様式第8号及び第9号を別添のとおり改めるとともに、第9号の次に

第10号を追加する。

3 施行期日について

本改正は、平成26年 9月 1日から適用する。



労災保険訪問看護費用請求書
車産固田図固四国固回国回 圃国訪様式苦言8号

帳票種別 修目正番項号 修正欄 ／｛＼  ＠受付雫月日月 日

国四回国図 ※口※口口口口口口口口口 ※7平成口口口口口口口
、、』＿.／ ＂＇自立と~1::1!且i誼ゴ1::1!盟主主ゴ

①訪瞬議ステウョンの番号

口口口口口口口口
③請求金額 ④内訳書滞付枚数

平方首万十万 万 平 百 ＋ 円 枚

口口口口口口口口口 口口口，，  金額の頭に平マークを付けてくださし¥, 

口口口（ 年口口月分
、」ノ

l三盟主主ゴ 1こ当E店長ゴ

ほカミ 名に対する訪問看護費用の内訳は、別紙内訳書のとおり

上記の金額を請求します。

年 月 日

郵便番号

イ主 所

（所在地）

（請訪 求人の 名 帯主
問看護事業者）

代表者氏名 印

（罰E名t明文民酷）

労働局長殿 電話番号

受付印

』．．． 『 E・E・－ E・E・－， - - - ・M・・岨・ ・』ーーーー －司 F・・・・・ 圃圃圃』晶d

※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

． 



圃訪様式第9号

｜：問看ナヰ
圃

労災保険訪問看護費用請求内訳

帳票種別 侮E頃目番号 修正欄

国四回国国 ※口口 ※口口口口口口口口口口口口口口口
①労働保険番号 自百支万払額十万 万干 百＋ 円

l府県 l所掌i管轄 i 基 幹 番 号 l技 番号 l

※口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口
＠噌措コード及十万び増融万額

;g口口口口口口口

®.~揖年月J
百万 手首十円

月
' ※；口口口口口口口口

口口口口口口口
1～開時、1I-!JRは右へ↑主主E旦圭こゴ 主宝盟主主ゴ1→月Jj;古へ？と宝E些主ゴ ＠治構理由

④酎間開元妙始年月司日再正び訪問n終了年月日日時刻 元φ 句院 月 回 ※口口
口口口口口口口日口口口口口口日報時分

＠完決＠定年月零日 月
' 

1"盟主盈ゴ 1-!J月 Jj;有~·~些!ct l『碑』宮古へfI～9月は右~·主主盟主長ゴ
※口口口口口口口

⑤実回数

口口口口口口口口口口日
＠処理区分

※口口

労働者の氏名 歳） 事業の名称

都府 郡匡 都府 郡匡
道県 市 道県 市

労働者の住所 事業場の所在地

1. 

2. 
主治医の所属す

主たる傷病名
る医療機関名称

3. 

基惜告示第2の1に規定する疾病等の有無
l E世 7 2 ；＇民気世Bカニュー1-{j諦拡3場無指1人工珂怒沼叡窓習¢場指 3真設定蓮院る慎賜阪が溜

主治医氏名

傷病 の 経 過

年 月 日～ 年 月 日
指示期間

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日
特別指示期間

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日
精神指示期間

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 臼

精神特別指示期間
年 月 日～ 年 月 日

1：問看士トシ；｜

※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

三主
匡ヨ

0基本療養費等の明細は裏面に記載してください。

0医師の訪問看護指示書の写しを添付してください。

． 



｜固目図国四国園田園回｜
身心

訪問終了の状揖 l軽悦 E施股 2医療檀阻 4死亡 Eその惜［ ' ) 

の 時剖 竿 n 日 午前・午後 時 分

益 死亡の状況
場所 1自宅 2施R 3病院 4静療所 Eその他｛ ｝ 

⑩ 基本療養費（ I)及び（II) ⑩ 基本療養費（ I)及び（ill)
⑪看護師等 （週3臼自まで） 円× 日 円 ⑪看護師等 ｛週3日固まで30分宋欄） 円× s 円

（週4回目以降） 円× 日 円 （週3臼目まで30分自上｝ 円× 日 円

理学療法士等（週3日固まで） 円x 日 円 （理4回目以降3吋合未満） 円× 日 円

（週4日目以降） 円× 日 円 （週4回目以降30分以上） 円× 日 円

専門町研修を圭けた看護師 円× 日 円 ＠作業療法土（週8日目まで30分未満） 円x 日 円

基
＠准看護師 （週3日目まで） 円x 日 ：精 （週3回目安で30分以上） 円× 目 円

（週4日目以降） 円× 日 （週4日目以降3吋合未満） 円× 日 円

⑬看瞳師等 （週3日目まで） 円× 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 日 円

（遡4日目以降） 円× 日 円 ⑮准清聾師 （週3回目まで30分未満） 円× 日 円
(3人以上） （週3日目まで） 円× 日 円 （週3日目まで30分以上｝ 円× 日 円

｛週4日目以降） 円× 日 円 （週4回目以降30分未満｝ 円× 目 円

本 理学療法士等（週3日目まで） 円× 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 日 同

（週4日目以降） 円× 日 円 神 ⑪看謹師等 （置 3日目まで30分未満） 円× 日 円

(3人以上） （週3日目まで） 円× 日 円 （週3日固まで30分以上） 円× 日 円
（週4日目以降） 円× 日 円 （週4回目以降30分未満｝ 円× 日 円

専門の研修を畳けた看護師 円× 冒 円 （週4日目以降30分以上｝ 円× 日 円
＠准看瞳師 （週3日固まで） 円× 日 円 (3人以上）（週3日目まで30分未満） 円× 自 問

療 （週4日間以降） 円× 日 円 （週3臼目まで30分以上） 円× 日 円
(3人以上） （週3日目まで｝ 円× 日 円 （週4日目以降30分未満） 円× 日 円

（置4日目以降） 円× 目 円科 ［週4日目以降30分以上） 円x 日 円
⑮離摘等複数回訪問加算 円x 日 円 ＠作業療法土（週3日目まで30分来満｝ 円× 日 円

円× 日 円 （週3回目まで30分以上） 円× 日 円

⑮緊急肪問看護加算 円× 日 円 （週4回目以降30分未満） 円× 日 円

養 ＠長時間訪問看護加算 円× 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 日 円

⑮乳晶児加算 円× 日 円 (3人以上｝（週3日目まで3C分未満） 円x 日 円

⑮幼児加算 円× 日 円 ［週3回目まで30分以上） 円× 日 円
⑮複数名訪問看謹加算 基 （週4日目以降30分来満｝ 円× 日 円

看謹師等 円× 臼 円 （週4回目以降30分臥上） 円× 日 円

理学療法土等 円× 日 円 ⑧准看護師 （週 3s固まで30分未満） 円× 日 円
費 准看護師 円× 日 円 （週3回目まで30分以上） 円× 日 円

看謹補助者 円× 日 円 （週4日目以降30分未満） 円× 日 円

⑪夜間・早朝酎問看謹加算 円x 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 日 円

＠探夜訪問看護加算 円× s 円 (3人以上）（週3回目まで30分未満） 円× 日 円

基本療養費（ill) 本 （週3日目まで30分以上） 円× 日 円

＠看瞳師等 円× 日 円 （週4日目以降30分未満） 円× 日 円

理学療法士等 円× 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 日 円

＠罪急訪問看護加算 円x 日 円

⑮情報提供療養費 ｜ 円
＠長時間訪問看護加算 円× 日 円

＠裡数名前問看曹加算
⑪タ tナルケ7療養費 1 円 看謹師等 円× 日 円

前 間 日
療 作業療法土 円× 日 円

1 2 3 4 Z》 6 7 准看護師 円× 日 円

看護補助者 円× 日 円
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 精神保健福祉士 円× 日 円

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 ⑩在間早朝訪問看護加算 円× 日 円

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 ＠深夜訪問看護加算 円× 日 円

養
＠精神科裡世田訪問加算 円× 日 円

2 9 3 0 3 1 円x 日 円

主治匡への直近報告年月日 基本療養費（II)
年 月 日 ⑬看護師等 円× 目 円

捷供した情報の概要
作業療法士 円× 日 円

＠基延本長療時養間費加算(IV) 
同× 時間 円

費
＠看護師等 円× 日 円

情報量供先の市（区｝町村等の名称 作業療法土 円× 日 円

⑮ ⑪管理療養費

特記事項 円＋ 円× 日 円

1 他① 管 R24時間対応体箭加算 24時間連絡体制加算 円

2 他② ＠特別菅理加算 円

3 世 理 Ril!I院時共同指導加算 円× 回 円

4 特地 特別管理指導加算 円× 国 円

5 介 療 ＠退院主撞指導加算 円

6 支援 ＠在宅品者連携指導加算 円

7 同一日 養 ＠在宅患者畢急時等カンフアレンス加算

合計額 器産商聞こ転肥してくださいー 円x 回 円

円費 ＠精神重症患者早期集中支援管理連携加算 円

お願い
Oこの用紙は、機械で直接処理しますので、折り曲げたり汚したり、また他の用紙をのりづけしないでくださし、。

O小枠内は、黒ボーノレベンで、枠からはみ出さないように、標準字体にならって、ていねいに記入してください。
Oこの用紙は、直射日光 湿気をさけて保管してください。



⑧ 1：問看ナ ． 

書

帳票種別 復Z項目番号 修正欄

国四回国回 ※口口 ※口口口口口口口口口口口口口口口

①年金証書番号
＠宮主方払額十五 ,; 千 首 ＋ 阿｜号

l管轄局l種別l西暦年l 番 号
※口口口口口口口

口口口口 口 口 口 口 口 ＠憎棋コ；；；；ド幸：,U増事額千
百 ＋ 内． 

※！日口口口口口口口④肪間開元’始年月与日正び世間月終了年月日四時剖 元号 隼 月 目

7平成口口口口口口口日口口口口口口口語時分
＠糟捕理由

※口口i二盟主在ゴ I叶月目宕·~t，＿＿，，日は右へf iニ盟主在ゴ I叶月目宕へt.!ofil!且書ゴ

＠決定年月日
元号 司降 月 日

＠実回数 ＠師合計額刊
※口口口口口口口

口口口日

】匹 司F • 十 同

口 口口口口口口 ＠処理区分

※口口

労働者の氏名 議） 事業の名称

明・大・昭・平 年 月 日生
都府 郡区 都府 郡E
道県 市 道県 市

労働者の住所 事業場の所在地

1. 

2. 
主治医の所属す

主たる傷病名 3. 
る医療機関名称

基準告示第2の 1に規定する疾病帯の有無

：－λ5五陵揺7晶話岳却晶2一ー2一岳陵筋8三二二百弱3占正無面す員給量える禄示品諒一 主治医氏名
傷病の経過

年 月 日～ 埠 月 日

指示期 間
年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

特別指示期間
年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 a 
精神指示期間

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日
精神特別指示期間

年 月 日～ 年 月 日

l：問看：ストシ；｜

労

災

保

険

訪

問

看

護

費

用

請

求

内

訳

※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

0基本療養費等の明細は裏面に記載してください。

0医師の訪問看護指示書の写しを添付してください。

． 



｜固目図固四国固回園回｜
身b 

訪問終了の状況 1軽快 2施R Z匪按栂関 4死亡 Eその他〈

状瞳の
！時刻 年 月 日午前・午佳 時 令

死亡の状況｜
場所 1自宅 E施腔 3糟院 4静痩所 5その他｛

⑬ 
基本療養費 (I）及び（II) ⑨ 基本療養費（ I)及び（ill)
⑪看護師等 （週3日目まで） 円× 日 円 ⑪看瞳師等 （週3日目まで30分未満｝ 円× 日 円

（週4臼回以降） 円x 臼 円 （週3日目まで30分以上） 円× 日 円

理学療法士蝉（週3日固まで） 円× 日 円 (i且4日目以降30分未満） 円× 日 円

（週4日目以降） 円× 日 同 （週4回目以降30分以上） 円× 日 円

専門の研修を受けた看護師 円× 日 円 ＠作業療法士［週3日固まで30分未満） 円× 日 円

基 ⑫准看護師 (i且3目目まで） 円x 日 ：精 （週3回目まで30分以上） 円× 日 円

（週4日目以降） 円× 日 （週4日目以降30分未満｝ 円× 同 円

⑬看護師等 （週3日目まで） 円x 日 円 （週4日目以降30分且上） 円× 日 円

（週4日目且陣） 円× 日 円 ＠准看護師 （週3日目支で30分未満） 円× 日 円

(3人以上） (i!l 3回目まで｝ 円× 日 円 臼且3日固まで30分以上） 円× 日 円

（週4回目以降｝ 円× 日 円 （週4日目以降30分未満） 円× 日 円

本 理学療法士等（週3回目まで） 円x 日 円 （週4日目以降30分以上｝ 円× 日 円

（週4日目以降） 円x 日 円 神 ⑪看護師等 (i!l 3回目まで30分未満｝ 円× 日 円

(3人以上） （週3日目まで） 円× 日 円 （週3日目まで30分担上） 円× 日 円

（週4日目以降） 円× 日 円 （週4日目以降四分未満） 円× 日 円

専門の研修を畳けた看護師 円x 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 日 円

⑪准看護師 （週3日固まで） 円× 臼 円 (3人以上｝（週3日目まで30分来満） 円× 日 円

療 （週4日目以降） 円x 日 円 （週3日目まで30分以上） 円× 日 円
(3人以上） （週3日目まで） 円× 日 円 （週4回目以降30分未満） 円X 』臼 円

(i且4回目以降） 円× 日 円 科 （週4回目以降30分以上｝ 円× 日 円

⑮難晴等複数回訪問加算 円× 日 円 ⑤作業療法士（週3日目まで30分来満｝ 円× 日 円

円x 日 円 （週3回目まで30分叫上） 円× 日 円

⑮緊急訪問看暗加算 円× 日 円 （週4日目以降30分未満） 円× 日 円

養 ＠長時間訪問看護加算 円× 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 日 円

⑮乳幼児加算 円× 日 円 (3人以上｝［理3日固まで30分未満） 円× 日 円

⑮幼児加算 円× 日 円 ［週3日目まで30分以上） 円× 日 円

＠祖世名曲問看護加算 基 （週4回目以降30分来漸） 円× 日 円

看瞳師等 円× 日 円 （週4日目以降30分以上｝ 円× 日 円

理学療法士等 円× 日 円 ③准看護師 （週3日固まで30分未満｝ 円× 日 円

費 准看聾師 円× 日 円 （週3日罰まで30＇.分以上） 円× 日 円

看護補助者 円× 日 円 （週4回目以降30分未満） 円× 日 円

＠夜間・早朝訪問看護功目算 円× 日 円 （週4回目以降30分以上） 円× 日 円

＠揮夜訪問看草加算 円x 日 円 (3人以上｝（週3毘目まで30分未満） 円× 日 円

基本療養費（ill) 本 （週 3S目まで30分以上） 円× 日 円

⑮看謹師等 円× 日 円 （週4回目以降30分未満） 円× 日 円

理学療法士等 円× 日 円 （週4日目以降30分以上） 円× 周 円

＠緊急訪問看聾加算 円× 日 円

＠情報提供療養費｜ 円
＠長時間前問看瞳加算 円× 日 円

＠担数名訪問看盟加算
⑩タ Eナルク7療養費 ｜ 

円 療 看護師等 円× 日 円

前 間 日 作業療法土 円× 日 円

l 2 3 4 5 6 7 准看瞳師 円× 日 円

看護補助者 円× 日 円
8 9 l 0 l l l 2 l 3 l 4 精神保健福祉士 円× 日 円

l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 2 0 2 l ⑩夜間早朝訪問看護加算 円× 日 円

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 ＠漂夜訪問看謹加算 円× s 円

養
⑮精神科裡数目前問加算 円× 日 円

2 9 3 0 3 l 円× 日 円

主治医への直近報告年月日 基本療養費（II)
年 月 日 ⑮看護師等 円× 日 円

提供した情報の概要
作業療法土 円× 日 円

＠基延本長療時養間加費算αV) 
円× 時間 円

費
＠看理師等 円× 日 円

情報提供先の市（区）町村等の名称 作業療法士 円× 日 円

⑮ ＠管理療養費

特記事項 円＋ 円× 日 円

1 他① 管 R'24時間対応体制加算 24時間連絡体制加算 円

2 他② ＠特別管理加算 円

3 世 理 ＠通事完時共同指導加算 円× 回 円

4 特地 特別管理指導加算 円× 回 円

5 介 療 ⑮退院支援指導加算 円

6 支援 ＠在宅患者連携指導加悦 円

7 同 日 養 ＠在宅患者緊急時等カンフアレンス加算

合計額 損ま而＠に転記してください，
円× 回 円

円 費 ＠槽神重症血者阜期集中支援管理連携加算 円

し
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